
  

 

2025 年 2 月 17 日 

白 根 ガス株 式 会 社 

 

平素は白根ガスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、弊社はお客様に安心して都市ガスをお使いいただけるよう、経費削減など経営の効

率化を進め、保安の確保と安定供給、サービスの向上に努めてまいりましたが、昨今の物価

上昇や卸元事業者の都市ガス原料価格の引き上げの影響により、現在の都市ガス料金を維

持することが困難な状況となったことから、2025 年 5 月検針分より、ガス小売供給約款及

び選択約款の基本料金と従量料金単価の改定を実施させていただくことといたします。 

 

 弊社は、今後も更なる経営の効率化を推進するとともに、保安の確保、安定供給を堅持し、

より一層のサービスの向上に努めてまいる所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

＜対象となるガス料金メニュー＞ 

ガス小売供給約款、家庭用コージェネレーション契約、家庭用冬期契約、家庭用空調契

約、業務用空調契約、業務用需給契約 

 

＜新設するガス料金メニュー＞ 

    家庭用温水暖房契約 

 

＜廃止するガス料金メニュー＞ 

    空調夏期契約 

 

＜改定時期＞ 

    2025 年 4 月 1 日 （2025 年 5 月検針分から適用） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

新潟県燕市水道町 4 丁目 2 番 4 号 

白根ガス株式会社  （小売登録番号 D0064） 

料金改定コールセンター 

フリーダイヤル  0120-460-220 

受付時間 平日 9：00-17：00（土日・祝日除く） 

 

 

 

ガス料金の改定について 



＜ 別 紙 ＞  

（ 1） ガス小 売 供 給 約 款 の改 定 について  

① 実施日：2025 年 4 月 1 日 

※ 2025 年 3 月 31 日以前から継続してご使用いただいているお客様は、2025 年 5 月

検針分のガス料金より適用いたします。この度の改定にあたり、お客様による改めての

お手続きの必要はございません。 

② ガス小売供給約款の料金表 

月当たりの基本料金及び１㎥当たりの基準単位料金を改定いたします。改定後の基準単位

料金は、「（3）原料費調整制度における改定について」に伴い 2024 年 9 月～11 月の貿易

統計値に基づき算定しております。改定前は比較のために同条件で算出した調整単位料金と

しており、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による値引き額は含んでおりません。 

なお、2025 年 5 月分に適用される調整単位料金は、今後公表される貿易統計値を踏ま

え、3 月下旬に改めてご案内いたします。 

 

 

③ 標準家庭における影響額 

「②ガス小売供給約款の料金表」に基づき算出しております。 

 

※ 標準家庭…弊社におけるご家庭 1 件当たりの平均的な月間使用量（2017 年度～

2021 年度の 5 年間の平均月間使用量）。実際は季節やご利用状況に応じて毎月変動

いたします。 

＜新潟南地区＞ 

＜燕地区＞ 



（ 2） 選択約款の改 定 と燕 地 区 への展 開 について 

① 実施日：2025 年 4 月 1 日 

※ 2025 年 3 月 31 日以前から継続してご使用いただいているお客様は、2025 年 5

月検針分のガス料金より適用いたします。契約種別の変更をご希望される場合には、

弊社へのお申し込みが必要となります。 

② 選択約款の料金表 

月当たりの基本料金及び１㎥当たりの基準単位料金を改定いたします。改定後の基準単位

料金は、「（3）原料費調整制度における改定について」に伴い 2024 年 9 月～11 月の貿易

統計値に基づき算定しております。改定前は比較のために同条件で算出した調整単位料金と

しており、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による値引き額は含んでおりません。 

なお、2025 年 5 月分に適用される調整単位料金は、今後公表される貿易統計値を踏ま

え、3 月下旬に改めてご案内いたします。 

 

※ 家庭用冬期契約及び家庭用空調契約は、2025 年 4 月 1 日以降の新規申込受付を終

了いたします。 

※ 業務用空調契約は、月別使用量・年間予定使用量を参考に 1 種または 2 種に分けてご

契約いただいておりましたが、これを統合いたします。 

※ 以前から選択約款をご契約いただき、今後も契約の継続をご希望される場合は、改め

てお手続きをする必要はございません。 

＜新潟南地区＞ 



 

※ 以前から家庭用コージェネレーション契約をご契約いただき、今後もこの契約の継続

をご希望される場合は、改めてお手続きをする必要はございません。 

※ 空調夏期契約を廃止いたします。 

※ 新潟南地区のみに適用していた業務用空調契約・業務用需給契約を燕地区にも展開

いたします。この契約をご希望される場合には、改めて弊社へのお申し込みが必要と

なります。 

※ 業務用空調契約は、業務用ガス空調機器（エネルギー源としてガスを使用する空調用

熱源機のうち、ガスエンジンヒートポンプ方式の機器及びガス吸収式の機器）を使用さ

れるお客様に、通年で適用いたします。 

※ 業務用需給契約は、ガスの年間予定使用量が 10,000 ㎥以上であるお客様に適用い

たします。なお、年間実績使用量がこれに満たない場合には、原則として未達補償料を

申し受けいたします。 

 

（ 3）原料費調整制度における改定について 

弊社においては、2010 年 1 月より「原料費調整制度」を導入しており、原料となる液化天然

ガスの輸入価格の変動に応じて毎月のガス料金をプラスマイナスさせております。 

この度の料金改定にあたり、基準となる原料価格（基準平均原料価格）、毎月適用する平均原

料価格の算式及び原料価格変動額の調整額について、原料価格の変動をより適正に反映する

ために、現在公表されている貿易統計や総合エネルギー統計の値を基にした更新を行います。 

●基準平均原料価格を改定いたします。 

＜改定前＞34,420 円/トン(2016 年 5 月～ 7 月) …ＬＮＧ平均価格/トン×1.03 

＜改定後＞92,320 円/トン(2024 年 9 月～11 月) …ＬＮＧ平均価格/トン 

●毎月適用する平均原料価格を改定いたします。 

＜改定前＞平均原料価格＝トン当たりＬＮＧ平均価格× 1.03 

＜改定後＞平均原料価格＝トン当たりＬＮＧ平均価格 

●原料価格変動額の調整額（原料価格変動額 100 円につき 1 ㎥あたりの調整単位料金）を改

定いたします。 

＜改定前＞0.0710 円/㎥ 

＜改定後＞0.0736 円/㎥ 

＜燕地区＞ 



 

（ 4）選択約款の新設について 

家庭用温水暖房契約 

弊社の供給区域において、弊社の都市ガスを熱源とするガス家庭用温水暖房機器（温水ル

ームヒーター、温水床暖房、温水浴室暖房乾燥機のいずれか）を専用住宅または併用住宅で

使用し、お客様がこの選択約款をご希望される場合に適用する一般契約よりもお得な冬期限

定の料金メニューを新設いたします。 

上記の条件を満たし、冬期の月間ご使用量が 50 ㎥以上の場合にお得になります。 

    

※ 2025 年 4 月 1 日付けで選択約款として新設いたします。 

※ 冬期に適用となる選択約款であるため、2025 年秋頃の申し込み受け付け開始を予

定しております。お申し込みの方法などの詳細につきましては、弊社のホームページや

チラシ等により改めてご案内いたします。 

 

 

以 上  


